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会 議 録 

会 議 の 名 称 平成２９年度第２回「忍川・酒巻導水路」川の国埼玉はつらつプロジェクト 

推進協議会 

開 催 日 時 平成２９年６月２８日（水） 

開会：午後１時３０分  閉会：午後３時１０分 

開 催 場 所 行田市役所３０５会議室 

出席者（委員） 

氏 名 

自治会連合会：栗原委員、橋本委員、江原委員、佐藤委員、髙澤委員、羽鳥委員 

地域活動団体：今村委員、小林委員、田口委員、五十幡委員、柿沼委員 

埼 玉 県：藤井委員、木田委員、中村委員、塚本委員、高山課長（代） 

行 田 市：樋口会長、岩田委員、蓮沼委員、前島委員、井上主幹（代）、 

坂野主幹（代）、田島委員、加藤委員 

欠席者（委員） 

氏 名 

地域活動団体：湯澤委員 

行 田 市：五十幡委員、中島委員 

事 務 局 企画政策課：川上主幹、守主任、福田主事 

その他関係機関 

出席者 

埼玉県水辺再生課：柴山技師 

埼玉県農村整備課：髙達技師 

埼玉県行田県土整備事務所：落合主任 

加須農林振興センター：竹尾技師 

会 議 内 容 

・現地視察の報告について 

・整備要望調査結果について 

・水辺空間の改善について 

・市の提案事業について 

・その他 

会 議 資 料 

・会議次第 

・サイクリングロード関連資料 

・小埼沼関連資料 

・資料１現地視察報告書【行田市】 

・資料２整備要望調査結果【行田市】 

・資料３忍川 現地調査資料【行田県土整備事務所】 

・資料４酒巻導水路位置図【加須農林振興センター】 

・資料４－２平成２９年度酒巻導水路事業執行案【加須農林振興センター】 

・資料５行田市提案事業 

そ の 他 必 要 

事 項 
傍聴者 なし 
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発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

司  会 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

 

今村委員 

 

議  長 

 

小林委員 

 

議  長 

 

田口委員 

 

１ 開会 

２ あいさつ 樋口会長 

３ 議事 

・本日の会議は原則公開となっている。 

・それでは、最初に前回の協議会において委員の皆様から質問のあった「サイク

リングロードの活用実態」と「小埼沼の状況」について事務局から報告をお願

いする。 

 

＜資料「サイクリングロード関連資料」「小埼沼関連資料」により報告＞ 

 

・ただいまの事務局の説明に対し、意見や質問はあるか。 

 

＜意見なし＞ 

 

・それでは、本日の議事に入る。議事の（１）「現地視察の報告について」事務

局から報告をお願いする。 

 

＜資料１により報告＞ 

 

・続いて、議事の（２）「整備要望調査結果について」事務局から報告をお願い

する。 

 

＜資料２により報告＞ 

 

・次に、委員の方からいただいた要望について、出席している各委員の方から説

明をお願いする。まず、川の整備について説明をお願いする。 

・はじめに、今村委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「川の整備」①⑥⑦により説明＞ 

 

・次に、小林委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「川の整備」⑩により説明＞ 

 

・次に、田口委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「川の整備」③により説明＞ 
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議  長 

 

羽鳥委員 

 

議  長 

 

髙澤委員 

 

議  長 

 

今村委員 

 

議  長 

 

田口委員 

 

議  長 

 

橋本委員 

 

議  長 

 

 

 

 

行田県土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次に、羽鳥委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「川の整備」⑧⑨、「まちづくりの整備」④により説明＞ 

 

・次に、髙澤委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「川の整備」⑫により説明＞ 

 

・次に、まちづくりについて、今村委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「まちづくりの整備」①②⑤⑪により説明＞ 

 

・次に、田口委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「まちづくりの整備」⑦⑧により説明＞ 

 

・次に、橋本委員から説明をお願いする。 

 

＜資料２「まちづくりの整備」③により説明＞ 

 

・続いて、議事の（３）「水辺空間の改善について」行田県土整備事務所及び

加須農林振興センターから説明をお願いする。また、委員からいただいた要

望について現時点で回答ができるものについては併せて回答をお願いする。

はじめに、行田県土整備事務所から説明をお願いする。 

 

＜資料２及び資料３により説明＞ 

 

・川の整備①については、施工するものが限られてくるため、水の浄化に少し

でも寄与できるような環境に配慮した整備により良好な河川環境を形成でき

ればと考えている。 

・②については、整備にあたっては、環境や景観に配慮するよう検討する。 

・③については、河川施設として設置が可能かどうか確認する必要がある。 

・④については、県で６～７月及び９～１０月の年２回草刈りを実施している。

また、市が道路占用している区間については、天端
て ん ば

から法肩
の り か た

の部分を市で年

２回草刈りを実施してもらっている。さらに地域住民や地域団体が一体とな

って草刈りを実施してもらえれば良好な河川環境の形成につながると考え

る。 

・⑤については、翔栄橋付近に飛石を設置する提案となっているが、現在水深

が６０ｃｍほどあり、どうしても安全面で課題がある。 
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議  長 

 

加須農林 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

行田県土 

 

・⑥については、まるごと再生プロジェクトにおいて護岸を整備した箇所に根

固め工として河床に吸出し防止材を敷いてその上に袋詰め玉石を設置した。

今回の整備でも同様の根固め工を検討する。 

・⑦については、忍川の未整備箇所は吹上橋の上流右岸１１２．７ｍが未整備

区間であるが、堤防高が足りないため、盛土による堤防のかさ上げ、かごマ

ットによる護岸整備、袋詰め玉石による根固め工により施工する。こちらに

ついては発注が完了しており、渇水期に施工予定である。 

・⑧については、皿尾橋の下流右岸で秩父鉄道と忍川が並行しているところに

約２５０㎡の三角地帯がある。こちらを有効活用できればと思う。 

・⑨については、行田市、ＮＰＯによる連携で実施できればと思う。 

・⑩については、平成橋から花見橋の区間をまるごと再生プロジェクトで幅１．

５ｍの水際の散策路を設置している状況である。 

・⑬については、遊歩道整備の際に検討していきたい。 

・⑭については、まるごと再生プロジェクトと同様に行っていきたい。 

 

・次に、加須農林振興センターから説明をお願いする。 

 

＜資料４及び資料４－２により説明＞ 

 

・⑪については、今年度測量については、バイパスまでの区間を実施する。実施

設計については、バイパスすべてについての検討はできないが、水路形式の検

討は行う。 

・⑫については、橋の撤去は考えておらず、新たに設置する予定もない。 

・⑬については、部分的に段差を無くすように検討していきたい。 

・⑭については、できるだけ配慮し、予算の範囲内で整備を進めていきたい。 

 

・続いて、議事の（４）「市の提案事業について」事務局から説明をお願いす

る。 

 

＜資料５により説明＞ 

 

・まちづくりの要望の⑥、⑨については市の提案事業にも含まれているため、

実施していきたい。 

・④に関連する部分であるが、忍川東橋上流区間の三角スペースの所有自体は

国有地で県の管理か。また、その場所に四阿
あ ず ま や

を設置する場合、何か問題があ

るのか。 

 

・河川区域になるため県の管理である。問題は設置後の管理である。 
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事 務 局 

 

水辺再生 

 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

 

行田県土 

 

 

議  長 

 

今村委員 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

坂野主幹 

 

小林委員 

 

 

行田県土 

 

橋本委員 

 

 

 

今村委員 

 

・⑧に関連する部分であるが、忍川などにボートなどを係留する場合、何か問

題があるのか。 

・河川上に常時船を係留することはできない。特定のイベント等で利用するこ

とは問題ないが、忍川自体がそれほど大きな河川ではないことと、関東近県

で船舶の不法係留の取り締まりを行っている事情もあり、河川法上難しい。

実際に行うとなれば、イベント等を企画してもらえればと思う。 

 

・忍川は今の時点だと、葦が繁茂しており、係留できる状態ではない。毎年度

野焼きを実施してきたが、近隣住民からの苦情もあり、今後はそうした管理

もできなくなってくる。 

 

・行田県土整備事務所として、業務の一部で草刈りを行っていきたいと思うが、

頻繁に刈ることはできないので、常に葦を抑えられる状態というのは難しい。 

 

・現時点での見解を説明してもらったが、何か質問はあるか。 

 

・最初の資料でポタリング及びウォーキング、観光レンタサイクルに関する説

明をしてもらったが、こんなものなのかというのが正直な感想であり、ＰＲ

が足りないか、何か工夫が必要なのではないかと思う。行田は坂がなく、自

転車で散策するには非常に地形に恵まれた土地であるため、この結果はとて

も残念である。ポタリングについても、自治会連合会が主催しているが、こ

の参加人数は残念である。今後、こうしたイベントについてはＰＲを再考す

る必要があるのではないかと思う。 

 

・行田市の観光レンタサイクルの台数は。 

 

・確認する。 

 

・大長寺付近の四阿はどこが管理しているのか。野良猫の溜まり場となってお

り、非常に汚い。 

 

・確認する。 

 

・今回の整備で１番のネックは、忍川の水質である。特に杣殿
そ ま ど の

堰から下は水が

止まっていて明らかに汚いので、まちづくりのためにも水を流してもらいた

い。 

 

・橋本委員の意見の関連であるが、熊谷市の用水関係は大里用水土地改良区が

管理しており、環境に配慮した設備を設置している。また、星川については
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議  長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

 

議  長 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

議  長 

 

 

 

司  会 

 

景観に配慮し、冬でも水を流している。そうした経緯もあることから、大里

用水土地改良区に対し、忍川に水を流すように要望していけばよいかと思う。 

・次に、議事の（５）「その他」とあるが、事務局から何かあるか。 

 

・前回配布した資料のうち、スケジュール（案）を配布したが、行田市、行田

県土整備事務所、加須農林振興センターが行う事業について追加したため、

差し替えをお願いする。 

・最後に次回の協議会であるが、７月１９日の午後、７月２１日午前か午後、７

月２６日の午前の中のどこかで開催したいと考えている。今から皆様の都合を

お伺いするので、都合の悪い日に挙手していただければと思う。 

 

＜挙手＞ 

 

・では、次回開催日は７月２１日の午後とさせていただく。当日都合の悪い方は、

可能であれば代理の方の出席をお願いできればと思う。開催場所・時間帯等の

詳細については改めて開催通知を送付させていただく。 

 

・次回のテーマは何かあるのか。 

 

・次回の資料については、委員からいただいた意見を基に行田市、行田県土整備

事務所、加須農林振興センターと調整し、資料を作成する。 

 

・その他、委員の皆様から連絡事項等を含め、何かあればお願いする。 

 

＜自由意見＞ 

 

・酒巻導水路の整備に関しては、元荒川上流土地改良区へあらかじめ相談しても

らいたい。 

 

・他にはよろしいか。それでは、これにて議事を終了する。長時間にわたり慎重

審議いただき、ありがとう。これをもって、議長の職を解かせていただき、事

務局に進行をお返しする。 

 

・以上をもって、第２回川の国埼玉はつらつプロジェクト推進協議会を閉会する。 

 

＜閉  会＞ 

 


